
11 広報すおう大島 平成 20 年 ( 2008 年 )5 月号

お知らせ５月

相
談

特
設
人
権
相
談
所

■
日
時
／
６
月
２
日
㈪

　

午
前
９
時
30
分
か
ら
正
午

■
場
所
／
橘
総
合
セ
ン
タ
ー

■
相
談
担
当
者
／

　

法
務
局
職
員
、
人
権
擁
護
委
員

※
相
談
内
容
に
つ
い
て
は
秘
密
を
厳

守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

○
人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱

　

平
成
20
年
４
月
１
日
付
け
で
法
務

大
臣
か
ら
沖
村
昤
峰
さ
ん（
東
三
蒲
）

が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
全
て
の
人
権
問

題
に
つ
い
て
、
必
要
な
助
言
や
関
係

官
公
署
を
紹
介
す
る
な
ど
、
正
し
い

権
利
を
持
っ
て
い
る
人
が
泣
き
寝
入

り
し
な
く
て
い
い
よ
う
に
解
決
の
手

助
け
を
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
福
祉
課

☎
７
７
‐
５
５
０
５

司
法
書
士
サ
ラ
金
・
ヤ
ミ
金

無
料
電
話
相
談
会

■
日
時
／
６
月
７
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
相
談
受
付
電
話
番
号
／

　

０
１
２
０
（
０
０
３
）
８
２
１

■
内
容
／

　

消
費
者
金
融
・
信
販
会
社
・
銀
行

　

等
へ
の
返
済
で
お
困
り
の
方
々
に

　

債
務
整
理
手
続
き
の
紹
介
な
ど
問

　

題
解
決
に
向
け
て
ア
ド
バ
イ
ス
し

　

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　

相
談
会
担
当

　

司
法
書
士　

松
井
成
夫

☎
０
８
３
５
（
２
２
）
６
５
３
３

５月 19日㈪～ 25 日㈰は春の行政相談週間です。
　こんなご相談はありませんか？
　役所の仕事（国の仕事。独立行政法人、特殊法人の仕事。都道府県・市
町村の仕事のうち国から受託している仕事。）について、「気になっている
ことや困っていることがある」、「制度や手続がわからない」などといった
相談ごとをお持ちの方は、お気軽に総務省の行政相談をご利用ください。
　周防大島町においては、４名の行政相談委員さんが行政相談週間にかか
わらず、毎月次の日程で行政相談所を開いています。
地　区 相談委員氏名 相談日 場所

久賀地区 末満良勇

第１火曜日　
13:30 ～ 15:30 久賀総合センター

第３火曜日　
13:30 ～ 15:30 椋野出張所

大島地区 橋爪雅子 第２火曜日　
10:00 ～ 12:00 大島庁舎

東和地区 中村興家 第３火曜日　
13:30 ～ 15:30 自然休養村管理センター

橘　地区 二宮信三 第３火曜日　
13:30 ～ 15:30 橘総合センター

　また、山口行政評価事務所でも行政相談を受け付けていますので、いつ
でもご相談ください（電話、手紙、ＦＡＸ、電子メールのいずれでも行政
相談の申出ができます。）。
◆総務省山口行政評価事務所
○住所　〒７５３‐００８８
　山口市中河原町６‐16　山口地方合同庁舎１号館
○電話　０５７０‐０９０１１０　（行政苦情１１０番）
　または　０８３（９３２）１１００
○手紙　書式は自由です。
○ファックス　０８３（９２２）１５９１
○Ｅメール　110yamaguchi@soumu.go.jp

平
成
20
年
度
山
口
県
要
約
筆

記
奉
仕
員
養
成
講
座
受
講
者

募
集

　

要
約
筆
記
と
は
、
手
話
が
分
か

ら
な
い
中
途
失
聴
者
・
難
聴
者
に

話
の
内
容
を
そ
の
場
で
要
約
し
、

文
字
化
し
て
伝
え
ま
す
。

　

こ
の
講
座
で
は
、
中
途
失
聴
・

難
聴
者
に
話
の
内
容
を
正
し
く
伝

え
る
た
め
に
、Ｏ
Ｈ
Ｐ
（
オ
ー
バ
ー

ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
）、
ノ
ー

ト
テ
イ
ク
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
た

要
約
筆
記
の
技
術
等
を
学
び
ま

す
。

■
主
催
・
会
場
／

　

山
口
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン

　

タ
ー
他

■
日
程
／

　

６
月
７
日
㈯
〜
10
月
４
日
㈯

　
（
土
曜
日
全
16
回
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

■
申
込
締
め
切
り
／
５
月
27
日
㈫

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン

　

タ
ー

☎
０
８
３
（
９
８
５
）
０
６
１
１

フ
ァ
ッ
ク
ス

　

０
８
３
（
９
８
５
）
０
６
１
３

Ｅ
メ
ー
ル

　

y-adaim
us@
c-able.ne.jp

２
０
０
9
年
１
月
、

上
場
会
社
の
株
券
が
電
子
化
さ
れ
ま
す

○
株
券
電
子
化
に
よ
り
、
上
場
会
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
、
株
主
の
権

利
は
証
券
会
社
な
ど
の
金
融
機
関
の
口
座
で
電
子
的
に
管
理
さ
れ
ま
す
。

○
お
手
元
の
株
券
が
本
人
名
義
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
電
子
化
に
よ

り
株
主
と
し
て
の
権
利
を
失
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
株
券
電
子
化

の
実
施
前
ま
で
に
名
義
書
換
が
必
要
で
す
。

○
電
子
化
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は

　

日
本
証
券
業
協
会　

証
券
決
済
制
度
改
革
推
進
セ
ン
タ
ー

☎
０
３
（
３
６
６
７
）
４
５
０
０
（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）


